
別記様式 
会　議　録 

 
 会議の名称 令和６年度　第８回　西方地域会議

 開催日時 令和７年１月２３日（木）　１８時３０分 ～ １９時４２分

 開催場所 西方公民館　２階大会議室

 出席者氏名 青木 彩季　　青木　利男　　石川 久子　　小川　和佳　　　荻原 幸一 
増田　尚久　　村上　隆一　　山中　登喜子　　山ノ井 一男　　 
若林　正行　　渡邊　隆夫

 欠席者氏名 天海　伸拓　　針谷　伸一　　手島　長壽　　

 事務局職員職氏名 西方地域づくり推進課長　安達　博美　 
西方地域づくり推進課課長補佐兼係長　氏家　道夫 
西方地域づくり推進課主査　加藤　幸子

 その他出席者等 文化課文化財係長　　成松　尚子 
地域政策課地域政策係長　　小島　和泉 
公園緑地課公園整備係長　　小田垣　哲也 
公園緑地課公園維持係長　　磯崎　将人

 会議事項 １　開会 
２　あいさつ 
３　議事 
  （１）情報提供 
　　　①栃木市文化財保存活用地域計画について 
　　　②地域自治制度の新制度移行について 

 
４　そ の 他 
　 （１）自主的審議意見書に対する回答について 
　 （２）委員報告 
　 （３）事務連絡 
５　閉会

 会議の公開又は 
非公開の別

公開

 傍聴人の数 １人

 その他必要事項

 
会議の経過

 発言者 議題・発言内容・決定事項

  
事務局 
 
 

 
１　開会（18:30~） 
 
２　あいさつ 
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　　　山ノ井会長よりあいさつがあった。 
 
３　議事 
　（１）情報提供 
　　　　　説明前に、西方城跡に関するイベントについてお知らせがある。 

・2 月 2 日まで栃木市蔵の街ギャラリーで企画展を開催している。 
・期間中 26 日（日）には、学芸員によるギャラリートークも行われる。 
・1 月 25 日午前中には西方公民館で学芸員による歴史講座、午後は現

地説明会を予定している。定員を超えるお申込みをいただいている。 
・本日お配りした「西方城跡」は昨年刊行した総合調査報告書の概要版、

西方城跡ガイドマップは散策などにお使いいただく簡易なもので、企

画展でお配りしているもの。 
・2 月 6 日くらいから、道の駅にしかたのきらら館において、企画展で

使ったパネルの展示を映像の放映をするため調整している。その後に

ついては、西方公民館ロビーでも展示できればと考えている。 
〇今後については、地域の皆さんと一緒に西方城跡を盛り上げていきたい

と考えているので、よろしくお願いしたい。 
 
　①栃木市文化財保存活用地域計画について 

〈説明〉 
　　担当課に対し説明を求める 
 

文化課：資料に基づき説明。 
 

西方城跡については、国の指定を受けたので栃木市文化財保存活用地域計

画とは別に個別の保存活用計画を作っていくことになる。栃木市文化財保存

活用地域計画は、さらに大きいくくりでの計画である。 
 

ただ今の説明に対し、委員の質問や意見はないか。 
 
いろいろな文化財に対しての組織があるが、今後、各地域ごとにそれをまと

めるとかあるのか。 
　　 
団体をまとめることについて、意見として出てくるのであれば検討すること

になると思う。それぞれの文化財に対しての組織があるかと思うが、連携して

いくのも必要かと思う。 
　指定になっている無形文化財（祭礼等）の団体では、人材不足で立ち行かな

いという課題もあるので、そういった事も考えていかないといけないと考えて

いる。 
 
他にないか。 
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意見等なし 
 
①栃木市文化財保存活用地域計画についてを終了とする 
 
文化課職員退室 

 
②地域自治制度の新制度移行について 

〈説明〉 
　　担当課に対し説明を求める 
 

資料（栃木市地域自治制度の新制度以降に係る見直しの概要） 
により説明。 

 
各委員に意見を求める。 
 
地域会議と実働組織の一本化とは、地域会議のメンバー＝実働組織になっ

て、実働組織の中でこういう会議をやりながらイベントもやるということか。 
　　　　　　　 
そのあたりをどういう風にするかは今後の検討となる。意向調査で一本化し

たほうが良いとの意見があったので、一本化も踏まえた検討をする。統合する

としてもそれぞれの役割が違うので、時間をかけて検討させていただきたいと

いうことである。 
　　　　 
一本化はできないと思う。 
　　　　 
そういう結論になるかもしれない。 
 
一本化は、令和 7 年度からか。 
　　　　 
まだしない。単純に統合するということは難しいので、時間をかけて検討す

るという説明である。 
 
アンケートをとって案を作ったとのことだが、どのようにとったのか。 
　　　　　　 
令和 4 年度に各地域会議、実働組織にアンケートを実施し、その意見を集約

している。 
 
オンラインを通じてやりたいというが、その場合こういう会議をやらないで　

オンラインでやるということが可能なのか。 
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対面での会議の方が意見交換もしやすく理想とは思うが、若い人や子育て世

代の方などなかなか出られない人に、オンラインという選択肢を増やして参加

しやすいようするものである。 
 
他に質問等あるか。 
 
質問等なし 
 
そちらの資料を持ち帰ってご覧いただき、分からなこと等があったら、地域

づくりセンター（事務局）にだしていただいて取りまとめて提出いただいて、

他地域の分もまとめた形でお返しすることとしたい。 
 
次回の地域会議で取りまとめることとする。 
②地域自治制度の新制度移行についてを終わりとする。 

　　　 
　　　本日の協議事項は全て終了した。　 
 
 
　４　その他 
（１）　自主的審議意見書に対する回答について 
　　本日、自主的審議意見書にかかる回答があったため、急遽公園緑地課より説

明があるので、よろしくお願いしたい。 
 
　　　　　　　資料により説明 
 
　　　今の説明に対し、意見・質問等はないか。 
 
　　花の滝の管理について、やってくれるのかやってくれないのか、曖昧な返答

のように思う。やれなかったら地元の皆さんでやれというような。 
　　　　　　　　　　 
　　花の滝の維持管理は今まで地域予算事業でやっていただいていた。Ｒ７は、

地域予算事業で予算をいただいているので、今まで通り年３回の除草と年１

回の殺虫剤散布を確実にできる。Ｒ８年度以降は、公園緑地課としての予算

で、除草や殺虫剤散布を可能な限り行っていきたいと考えている。管理が不十

分ということであれば、アダプト制度などがあるので、皆様のご協力をいただ

ければと考えている。 
 

令和８年度以降、公園緑地課で予算をつけてくれるのはいいが、おそらく今

までのようにはいかないと思う。地域予算でやりますよという意見が出れば、

それはＯＫなのか？地元の皆さんの協力という、地元の範囲はどこまでなの

か西方全体なのか？ 
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おそらく公園緑地課では、市内の公園が多すぎてすぐに対応ができていな

い。地域予算がいつまで続くかわからないが、予算がつけられる年までは、地

域予算でやってもらったほうが良いと思っている。 
 

おっしゃる通り地域予算があれば、今まで通りの維持管理は可能と思う。市

の予算が縮小していく中、今後、公園緑地課で今まで通りの維持管理ができる

かは保証出来るものではない。ご協力については、西方の皆様に強制すること

はできないので、草刈りなどをご協力していただける方々になってくると思

う。 
年３回の除草と年１回の殺虫剤散布を地域予算でやっているが、それを公

園緑地課にお願いし、地域予算をほかの事業に使いたいというご意見かと思

うので、折衷案として、２回の除草を地域予算で、１回の除草と殺虫剤散布１

回を公園緑地課でというのもありなのかと思う。地域で協議をして行く中で、

変わっていくというのも１つのやり方なのかと。 
 

公園内の見回りは、公園緑地課の方は年に何回しているのか。 
　　 

市内に公園が３２４ある。全公園の点検等は、必ず年１回職員が行ってい

る。そのほか業者が２年から３年サイクルで遊具等の点検を行っている。 
 
意見だが、公園管理については、職員が見回るのもなかなか難しいと思うの

で、学校管理のように、手当を払って地元の人に見回ってもらうという方法を

取ったらどうか。 
八百比丘尼公園のトイレと駐車場の点検は、近所の人が委託されて行って

いる。市全体の公園管理をそのようにすれば、公園緑地課の職員の負担も減る

し、不備も早期に発見できると思う。 
　　　 

市内の公園で委託しているところはあるが、なかなか手を挙げてやってい

ただける方が見つからない状況である。 
 

かっぱ広場は管轄ではないのか。一番使っているのに、草ぼうぼうになって

いる。 
 
　　かっぱ広場は、西方地域づくり推進課の管轄である。 
 
（２）委員報告 
 
　　　子ども子育て会議参加の報告 

1 月 15 日に子ども子育て会議に出席した。 
　　　市内の子どもの数は減っているが学童施設は増えている、保育園も一つ増

える予定との事である。 
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　　　栃木市こども計画（案）を回覧したが、今度市のホームページや広報に載

るので、それに関するパブリックコメントで意見を募集するそうである。 
 
（３）事務連絡 

　　改めて、来月の地域自治交流会への出席を予定している方は、 
よろしくお願いします。 
 

次回の地域会議開催予定 
令和７年３月１９日（水）午後６時３０分～西方公民館２階大会議室 

 
５　閉会（~19：42） 
　　以上で本日の会議は全て終了する。 


